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訴訟提起に関するお知らせ 

 

 当社は、2023年４月 12日、当社役員 1名及び元役員 2名並びに当社連結子会社の元役員 2

名に対し損害賠償を請求する訴訟を横浜地方裁判所に提起しましたので、お知らせいたしま

す。 

 

1. 訴訟を提起した者(原告) 

 

当社 

 

 

2．訴訟対象者 

 

当社役員 1名及び元役員 2名（3名とも当社連結子会社の元役員を兼任）並びに当社連結

子会社の元役員 2名 

 

 

3. 訴えの概要 

 

当社は 2021年 10月 8日付「第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」の

とおり、当社の連結子会社における不正資金流用疑惑に関して、第三者委員会から受領した

「調査結果報告書(開示版)」を公表いたしましたが、当報告書を踏まえ、当社役員 1名及び

元役員 2 名並びに当社連結子会社元役員 2 名に任務懈怠責任、不法行為責任及び債務不履

行責任等が認められると判断し、連帯して特別調査費用等に係る 1 億 7871 万 3959 円及び

これに対応する遅延損害金の賠償を求め本訴の提起に至ったものであります。なお、本訴訟

の当社業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後開示すべき事項が発生

した場合には、速やかに公表する予定です。 

 

以 上 


